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サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた建築物の工事が完了した場合、高齢

者の居住の安定確保に関する法律第24条第１項の規定、及びサービス付き高齢者

向け住宅定期報告等実施要領第２条に基づく完了報告書の提出をお願いしてお

ります。 

これは、高齢者が居住する住宅において、各居住部分の規模、構造、設備及びバリ

アフリー構造等が法に定める基準を満たし適切な居住環境となっているかについて報

告を求めるものです。 

これらのことについて、事業者のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【完了報告書の提出を行う場合】 

次のような場合に完了報告書を提出してください。 

① 登録住宅の新築及び改良工事が完了した場合 

② 改良工事等を行わず、既存の住宅からサービス付き高齢者向け住宅に登

録した場合 

 

【提出書類（各１部）】 

１ サービス付き高齢者向け住宅 完了報告書 
 
２ 添付書類 

①  加齢対応構造等チェックリスト（登録時に提出したものに写真番号を記入してください） 

②  写真（裏面参照） 

 

【提出先】 ※住宅の所在地により提出先が異なりますのでご注意ください 

◎ 横浜市建築局住宅政策課 

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 Tel 045-671-4121 

◎ 川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 Tel 044-200-2997 

◎ 相模原市都市建設局まちづくり推進部住宅課 

〒252-5277 相模原市中央区中央二丁目 11 番 15 号 Tel 042-769-9817 

◎ 横須賀市都市部都市計画課 

〒238-8550 横須賀市小川町 11 Tel 046-822-8306 

◎ 住宅の所在地が上記以外の場合 神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課 

民間住宅グループ 

  〒231-8588 横浜市中区日本大通１ Tel 045-210-6557 
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○ 添付資料（作成例） 

① 加齢対応構造等チェックリスト 

登録申請時の申請書および図面等により完成した建築物が基準に適合しているか

別紙チェックリストにて確認してください。また、登録事項等の変更に該当するか

否かについては、指定登録機関とあらかじめ協議をお願いいたします。 

 

②  写真 

規模、構造及び設備、加齢対応構造等の基準に適合していることがわかる写真を

添付してください。例えば、加齢対応構造等チェックリストに寸法等を記載したも

のについては、遠景の写真とともに、その部位にメジャーをあてて数値がわかるよ

うアップで撮ってください 

また、撮影場所がわかりづらい場合は、登録時の平面図面に写真番号を引き出し

て記入するなどお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事例は、登録住宅の完了報告書に添付された写真について許可を得て使用させていただ

いています。 


